
1頁 

○
総
務
省
令
第

号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
無
線
局
（
基

幹
放
送
局
を
除
く

。
）

の
開
設
の
根
本
的
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

無
線
局
（
基
幹
放
送
局
を
除
く

。
）

の
開
設
の
根
本
的
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
無
線
局
（
基
幹
放
送
局
を
除
く

。
）

の
開
設
の
根
本
的
基
準
の
一
部
改
正
）

第
一
条

無
線
局
（
基
幹
放
送
局
を
除
く

。
）

の
開
設
の
根
本
的
基
準
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

別紙1 



 

 

2頁 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
（
用
語
の
意
義
） 

 

（
用
語
の
意
義
） 

（
電
気
通
信
業
務
用
無
線
局
） 

（
電
気
通
信
業
務
用
無
線
局
） 

第
三
条 

電
気
通
信
業
務
用
無
線
局
は
、
次
の
各
号
の
条
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
条 

電
気
通
信
業
務
用
無
線
局
は
、
次
の
各
号
の
条
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
・
二 

略
］ 

 

［
一
・
二 

同
上
］ 

二
の
二 

前
号
の
計
画
に
は
、
地
域
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
（
二
、
五
七
五
MHz
を
超
え
二
、
五 

 

九
五
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
（
設
備
規
則
第
三
条
第

十
号
に
規
定
す
る
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
無
線
局
で
あ
つ
て
、 

 

自
営
等
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
（
当
該
シ
ス
テ
ム
で
あ
つ
て
、
免
許
人
の
所
有
す
る
土
地
等 

 

又
は
設
備
規
則
第
三
条
第
四
号
の
八
に
規
定
す
る
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
シ
ス
テ
ム
の
制
御
信
号
の
送
受
信
の
た 

 

め
に
必
要
な
区
域
の
範
囲
に
限
っ
て
無
線
局
の
開
設
が
認
め
ら
れ
る
も
の
）
以
外
の
も
の
）
の
無
線
局
で
あ 

 

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
受
け
よ
う
と
す
る
免
許
の
対
象
区
域
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
計 

 

画
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

二
の
二 

前
号
の
計
画
に
は
、
地
域
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
（
二
、
五
七
五
MHz
を
超
え
二
、
五 

 

九
五
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
で
あ
つ
て
、 

 

自
営
等
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
（
当
該
シ
ス
テ
ム
で
あ
つ
て
、
免
許
人
の
所
有
す
る
土
地
等 

 

又
は
設
備
規
則
第
三
条
第
四
号
の
八
に
規
定
す
る
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
シ
ス
テ
ム
の
制
御
信
号
の
送
受
信
の
た 

 

め
に
必
要
な
区
域
の
範
囲
に
限
っ
て
無
線
局
の
開
設
が
認
め
ら
れ
る
も
の
）
以
外
の
も
の
）
の
無
線
局
で
あ 

 

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
受
け
よ
う
と
す
る
免
許
の
対
象
区
域
に
お
け
る
公
共
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
計 

 

画
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。 

［
三
〜
八 

略
］ 

 

［
三
〜
八 

同
上
］ 

［
第
四
条
〜
第
七
条 

略
］ 

［
第
四
条
〜
第
七
条 

同
上
］ 

 

（
特
別
業
務
の
局
） 

 

第
七
条
の
二 

特
別
業
務
の
局
は
、
次
の
各
号
の
条
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
新
設
］ 

 

一 

そ
の
局
は
、
免
許
人
以
外
の
者
の
使
用
に
供
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。 

 

 

二 

そ
の
局
を
開
設
す
る
目
的
、
通
信
の
相
手
方
の
選
定
及
び
通
信
事
項
が
法
令
に
違
反
せ
ず
、
か
つ
、
公
共

の
福
祉
を
害
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

 

三 

通
信
の
相
手
方
及
び
通
信
事
項
は
、
そ
の
局
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
者
の
事
業
又
は
業
務
の
遂

行
上
必
要
で
あ
つ
て
、
最
小
限
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

 

四 

そ
の
局
を
開
設
す
る
こ
と
が
既
設
の
無
線
局
等
の
運
用
又
は
電
波
の
監
視
に
支
障
を
与
え
な
い
こ
と
。 

 

第
七
条
の
三 

特
別
業
務
の
局
で
あ
つ
て
、
既
設
の
無
線
局
の
通
信
を
抑
止
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
条
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
新
設
］ 

 

一 

前
条
各
号
に
掲
げ
る
条
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

二 

そ
の
局
は
、
次
に
掲
げ
る
既
設
の
無
線
局
（
以
下
「
携
帯
無
線
通
信
等
の
無
線
局
」
と
い
う
。
）
の
通
信

を
抑
止
し
、
建
物
そ
の
他
の
施
設
に
お
け
る
静
穏
を
保
持
す
る
こ
と
そ
の
他
一
定
の
公
共
の
利
益
の
た
め
に

行
わ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

(1) 

携
帯
無
線
通
信
（
設
備
規
則
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
携
帯
無
線
通
信
を
い
う
。
）
を
行
う
基
地
局

又
は
陸
上
移
動
中
継
局
（
基
地
局
が
使
用
す
る
周
波
数
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

(2) 

広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局 

 

(3) 

Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
（
設
備
規
則
第
九
条
の
四
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
を
い
う
。
）
又

は
陸
上
移
動
中
継
局 

 

三 

そ
の
局
を
開
設
し
、
運
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
一
周
波
数
帯
を
使
用
す
る
携
帯
無
線
通
信
等
の
無
線
局

を
運
用
し
て
い
る
者
か
ら
同
意
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 



 

 

3頁 

 

 
 

［
第
八
条
・
第
九
条 

略
］ 

［
第
八
条
・
第
九
条 

同
上
］ 

（
適
用
除
外
） 

（
適
用
除
外
） 

第
十
条 

第
三
条
第
五
号
、
第
四
条
第
六
号
、
第
七
条
の
三
第
三
号
及
び
第
八
条
第
九
号
の
規
定
は
、
再
免
許
に

つ
い
て
は
規
定
し
な
い
。 

第
十
条 

第
三
条
第
五
号
、
第
四
条
第
六
号
及
び
第
八
条
第
九
号
の
規
定
は
、
再
免
許
に
つ
い
て
は
規
定
し
な

い
。 

備
考 

表
中
の
［ 
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
表
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 



  

4頁 

（
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 



  

5頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
第
八
条 
［
略
］ 

 

第
八
条 

［
同
上
］ 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
は
適
用
し
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
は
適
用
し
な
い
。 

［
一
〜
七 
同
上
］ 

 

［
一
〜
七 

同
上
］ 

 

八 

実
験
試
験
局 

八 

ア
マ
チ
ュ
ア
局 

九 

実
用
化
試
験
局 

九 

簡
易
無
線
局 

十 

ア
マ
チ
ュ
ア
局 

十 

構
内
無
線
局 

十
一 

簡
易
無
線
局 

十
一 

気
象
援
助
局 

十
二 

構
内
無
線
局 

十
二 

実
験
試
験
局 

十
三 

気
象
援
助
局 

十
三 

実
用
化
試
験
局 

十
四 

特
別
業
務
の
局
（
携
帯
無
線
通
信
等
を
抑
止
す
る
無
線
局
（
無
線
局
根
本
基
準
第
七
条
の
三
に
規
定
す

る
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
限
る
。
） 

［
新
設
］ 

十
五 

［
略
］ 

十
四 

［
同
上
］ 

（
運
用
開
始
の
届
出
を
要
し
な
い
無
線
局
） 

（
運
用
開
始
の
届
出
を
要
し
な
い
無
線
局
） 

第
十
条
の
二 

法
第
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
運
用
開
始
の
届
出
を
要
し
な
い
無
線
局
は
、
次
に

掲
げ
る
無
線
局
以
外
の
無
線
局
と
す
る
。 

第
十
条
の
二 

［
同
上
］ 

［
一
～
五 

略
］ 

［
一
～
五 

同
上
］ 

六 

特
別
業
務
の
局
（
携
帯
無
線
通
信
等
を
抑
止
す
る
無
線
局
、
道
路
交
通
情
報
通
信
を
行
う
無
線
局
（
設
備

規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
Ａ
三
Ｅ
電
波
一
、
六
二
○

MHz
又
は
一
、
六
二
九
MHz
の
周
波
数
を
使
用
す
る
空
中
線
電
力
一
○
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
局
を
除
く
。
） 

六 

特
別
業
務
の
局
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
道
路
交
通
情
報
通
信
を
行
う
無
線
局
及

び
Ａ
三
Ｅ
電
波
一
、
六
二
○
MHz
又
は
一
、
六
二
九
MHz
の
周
波
数
を
使
用
す
る
空
中
線
電
力
一
○
ワ
ッ
ト
以
下 

 

の
無
線
局
を
除
く
。
） 

第
四
十
三
条
の
二 

［
略
］ 

第
四
十
三
条
の
二 

［
同
上
］ 

２ 

標
準
周
波
数
局
又
は
特
別
業
務
の
局
（
携
帯
無
線
通
信
等
を
抑
止
す
る
無
線
局
、
道
路
交
通
情
報
通
信
を
行

う
無
線
局
及
び
Ａ
三
Ｅ
電
波
一
、
六
二
〇
kHz
又
は
一
、
六
二
九
kHz
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
空
中
線
電
力

一
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
局
を
除
く
。
）
の
免
許
人
は
、
当
該
無
線
局
の
運
用
開
始
の
日
ま
で
に
、
運
用
規
則

第
百
四
十
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
総
合
通
信
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

標
準
周
波
数
局
又
は
特
別
業
務
の
局
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
道
路
交
通
情
報
通
信

を
行
う
無
線
局
及
び
Ａ
三
Ｅ
電
波
一
、
六
二
〇
kHz
又
は
一
、
六
二
九
kHz
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
空
中
線

電
力
一
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
局
を
除
く
。
）
の
免
許
人
は
、
当
該
無
線
局
の
運
用
開
始
の
日
ま
で
に
、
運
用

規
則
第
百
四
十
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
総
合
通
信
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
３ 

略
］ 

［
３ 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 



  

6頁 

（
無
線
局
免
許
手
続
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 
無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



  

7頁 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

（
無
線
局
の
運
用
開
始
等
の
届
出
） 

（
無
線
局
の
運
用
開
始
等
の
届
出
） 

第
二
十
四
条 
［
略
］ 

第
二
十
四
条 

［
同
上
］ 

［
一
〜
六 

略
］ 

［
一
〜
六 

同
上
］ 

２ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
無
線
局
の
免
許
人
は
、
当
該
無
線
局
の
運
用
開
始
の
日
ま
で
に
当
該
各
号
に
掲
げ
る 

 

事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
事
項
を
変
更
し
よ
う
と 

 

す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

［
同
上
］ 

［
一
～
二 

略
］ 

［
一
～
二 

同
上
］ 

三 

特
別
業
務
の
局
（
携
帯
無
線
通
信
等
を
抑
止
す
る
無
線
局
（
無
線
局
根
本
基
準
第
七
条
の
三
に
規
定
す
る

無
線
局
を
い
う
。
）
、
道
路
交
通
情
報
通
信
を
行
う
無
線
局
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
二
に
規
定
す

る
無
線
局
を
い
う
。
）
及
び
Ａ
三
Ｅ
電
波
一
、
六
二
○
kHz
又
は
一
、
六
二
九
kHz
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す

る
空
中
線
電
力
一
○
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
局
を
除
く
。
） 

運
用
規
則
第
百
四
十
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項 

 

三 

特
別
業
務
の
局
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
道
路
交
通
情
報
通
信
を
行
う
無
線
局
及

び
Ａ
三
Ｅ
電
波
一
、
六
二
○
kHz
又
は
一
、
六
二
九
kHz
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
空
中
線
電
力
一
○
ワ
ッ

ト
以
下
の
無
線
局
を
除
く
。
） 

運
用
規
則
第
百
四
十
条 

各
号
に
掲
げ
る
事
項 

［
３ 

略
］ 

［
３ 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
表
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 



  

8頁 

（
無
線
局
運
用
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 
無
線
局
運
用
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 



  

9頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
（
特
別
業
務
の
局
及
び
標
準
周
波
数
局
の
運
用
） 

（
特
別
業
務
の
局
及
び
標
準
周
波
数
局
の
運
用
） 

第
百
四
十
条 
特
別
業
務
の
局
（
携
帯
無
線
通
信
等
を
抑
止
す
る
無
線
局
（
無
線
局
根
本
基
準
第
七
条
の
三
に
規

定
す
る
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
道
路
交
通
情
報
通
信
を
行
う
無
線
局
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の

二
十
二
に
規
定
す
る
無
線
局
を
い
う
。
）
及
び
Ａ
三
Ｅ
電
波
一
、
六
二
○
kHz
又
は
一
、
六
二
九
kHz
の
周
波
数
の

電
波
を
使
用
す
る
空
中
線
電
力
一
○
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
局
を
除
く
。
）
及
び
標
準
周
波
数
局
の
運
用
に
関
す

る
次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
告
示
す
る
。 

第
百
四
十
条 

特
別
業
務
の
局
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
道
路
交
通
情
報
通
信
を
行
う
無 

線
局
及
び
Ａ
三
Ｅ
電
波
一
、
六
二
○
kHz
又
は
一
、
六
二
九
kHz
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
空
中
線
電
力
一
○ 

ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
局
を
除
く
。
）
及
び
標
準
周
波
数
局
の
運
用
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
告
示
す

る
。 

［
一
～
三 

略
］ 

［
一
～
三 

同
上
］ 

第
百
四
十
条
の
二 

特
別
業
務
の
局
の
う
ち
、
携
帯
無
線
通
信
等
を
抑
止
す
る
無
線
局
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

［
新
設
］ 

一 

通
信
を
抑
止
す
る
こ
と
に
よ
り
緊
急
通
報
、
災
害
発
生
時
に
お
け
る
連
絡
そ
の
他
の
緊
急
時
の
通
信
が
行 

え
な
い
こ
と
を
十
分
認
識
し
、
緊
急
時
に
お
い
て
は
直
ち
に
運
用
を
停
止
し
、
又
は
通
信
を
抑
止
す
る
範
囲 

内
に
い
る
者
に
必
要
な
情
報
の
伝
達
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

二 

通
信
を
抑
止
す
る
時
間
は
、
必
要
最
小
限
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

三 

通
信
を
抑
止
す
る
範
囲
及
び
時
間
に
お
い
て
、
当
該
範
囲
内
に
い
る
者
に
対
し
て
、
通
信
が
で
き
な
い
旨 

の
表
示
そ
の
他
の
周
知
を
十
分
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

四 

通
信
の
抑
止
を
目
的
と
し
な
い
範
囲
に
抑
止
の
効
果
が
及
ん
で
い
な
い
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
と
と 

も
に
、
通
信
の
抑
止
を
目
的
と
し
な
い
範
囲
に
抑
止
の
効
果
が
及
ん
で
い
る
と
判
明
し
た
場
合
は
、
直
ち
に

無
線
局
の
運
用
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
表
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 



  

10頁 

（
無
線
設
備
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 



  

11頁 

 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

目
次 

［
同
上
］ 

［
第
一
章
〜
第
三
章 

略
］ 

［
第
一
章
〜
第
三
章 

同
上
］ 

第
四
章 

業
務
別
又
は
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
帯
別
に
よ
る
無
線
設
備
の
条
件 

第
四
章 

［
同
上
］ 

［
第
一
節
〜
第
七
節
の
二
の
二 

略
］ 

 

［
第
一
節
〜
第
七
節
の
二
の
二 

同
上
］ 

第
七
節
の
二
の
三 
他
の
一
の
地
球
局
に
よ
つ
て
そ
の
送
信
の
制
御
が
行
わ
れ
る
小
規
模
地
球
局
の
無
線
設
備 

 

第
七
節
の
二
の
三 

他
の
一
の
地
球
局
に
よ
つ
て
そ
の
送
信
の
制
御
が
行
わ
れ
る
小
規
模
地
球
局
の
無
線
設
備 

第
七
節
の
二
の
四 

携
帯
無
線
通
信
等
を
抑
止
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
五
十
四
条
の
四
） 
 

［
第
七
節
の
三
〜
第
九
節 
略
］ 

 

［
第
七
節
の
三
〜
第
九
節 

同
上
］ 

附
則 

附
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
七
節
の
二
の
四 

携
帯
無
線
通
信
等
を
抑
止
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備 

［
新
設
］ 

（
携
帯
無
線
通
信
等
を
抑
止
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
） 

 

第
五
十
四
条
の
四 

携
帯
無
線
通
信
等
を
抑
止
す
る
無
線
局
（
無
線
局
根
本
基
準
第
七
条
の
三
に
規
定
す
る
無
線

局
を
い
う
。
）
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

送
信
空
中
線
電
力
は
、
一
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

 

二 

一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
電
源
設
備 

 

及
び
空
中
線
系
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

三 

空
中
線
系
は
、
容
易
に
取
り
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。 

 

四 

通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。 

 

五 

送
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
垂
直
偏
波
又
は
水
平
偏
波
で
あ
る
こ
と
。 

 

 
 

別
表

第
三

号
（

第
７

条
関

係
）

 
［

同
左

］
 

［
１

〜
6
4
 

略
］

 
 

［
１

〜
6
4
 

同
左

］
 

6
5
 

携
帯

無
線

通
信

等
を

抑
止

す
る

無
線

局
の

送
信

設
備

の
不

要
発

射
の

強
度

の
許

容
値

は
、

２
に

規
定

す
る

値
に

か
か

わ
ら

ず
、

総
務

大
臣

が
別

に
告

示
す

る
値

と
す

る
。

 

 
［

新
設

］
 

 
6
6
 

総
務

大
臣

は
、

特
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
１

か
ら

6
5
ま

で
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
そ

の
値

を
別

に
定

め
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
6
5
 

総
務

大
臣

は
、

特
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
１

か
ら

6
3
ま

で
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
そ

の
値

を
別

に
定

め
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
表
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 



  

12頁 

 

附 

則 

１ 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


